
生駒市条例第１号 

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する条例

をここに公布する。 

平成２６年３月１３日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する

条例 

（生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１１

月生駒市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

10 平成２６年４月１日から平成３０年２月２日までの間に任期満了し、又は

退職した市長又は副市長に支給する退職手当の額は、別表第２の規定にかか

わらず、同表の規定による退職手当の額から、その額に１００分の２５を乗

じて得た額を減じた額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。 

（生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正） 

第２条 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

７ 平成２６年４月１日から平成３０年２月２日までの間に任期満了し、又は

退職した教育長に支給する退職手当の額は、第２条第６項の規定にかかわら

ず、同項の規定による退職手当の額から、その額に１００分の２５を乗じて



得た額を減じた額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。 

（生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市条

例第１６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を付

し、同項の次に次の１項を加える。 

３ 平成２６年４月１日から平成３０年２月２日までの間に任期満了し、又は

退職した管理者に支給する退職手当の額は、第７条の規定にかかわらず、同

条の規定による退職手当の額から、その額に１００分の２５を乗じて得た額

を減じた額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


